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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数の二次電池が厚さ方向に並べて配置される電池トレイを複数収容して搬送するための
二次電池搬送用トレイにおいて、
底板部と、該底板部の外周に立設された周壁部とを有し、有底角筒状に形成され、前記底
板部及び／又は前記周壁部には、複数の前記電池トレイを位置決めする位置決め手段が設
けられ、複数の前記電池トレイは縦横に整列して収容され、前記周壁部は、外部から前記
各電池トレイ内の前記二次電池を、該二次電池の厚さ方向に押圧するために、前記各電池
トレイの周壁に形成された挿通孔の位置に対応して設けられた開口部を有することを特徴
とする二次電池搬送用トレイ。
【請求項２】
請求項１記載の二次電池搬送用トレイにおいて、収容される全ての前記二次電池は平行に
配置されることを特徴とする二次電池搬送用トレイ。
【請求項３】
請求項１又は２記載の二次電池搬送用トレイにおいて、該二次電池搬送用トレイ内に水を
溜める際に、前記開口部を水密に閉塞する蓋体を有することを特徴とする二次電池搬送用
トレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、複数の二次電池を効率的に搬送して充放電試験を行うことができる二次電池搬
送用トレイに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年、スマートフォン等のＩＴ機器の発達、電気自動車等の実用化に伴い、リチウムイオ
ン電池やニッケル水素電池等の二次電池の需要が急速に増加している。この二次電池の量
産過程の最終工程では、生産された二次電池の活性化及び品質検査が行われており、充放
電試験により、所定の性能や特性を満たしているか否かを検査してから出荷している。一
般的に、この検査は一度に複数の二次電池を並べて行われる。例えば、特許文献１では、
複数の二次電池を幅方向に重ねるように並べて配置し、二次電池の正極端子及び負極端子
に電源側端子を差し込んで充放電を行う充放電装置において、複数の二次電池に対して一
又は二以上の組みになった二次電池毎に電源側端子を持った複数の充放電ユニットを備え
、その充放電ユニットが、二次電池の並び方向にスライド可能に取り付けられたものが提
案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１４０８４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
特許文献１のような充放電装置では、複数の二次電池を幅方向に重ねて並べるために電池
用パレット（トレイ）を用いており、検査前の二次電池が収容された電池用パレットと、
検査済みの二次電池が収容された電池用パレットを順次、交換して検査を行っている。従
って、大量の二次電池を効率的に検査するためには、複数の電池用パレットを用意し、各
電池用パレットに予め検査前の二次電池を収容した状態で待機スペースに待機させておき
、自動搬送装置（搬送台車）等を用いて待機スペースから充放電装置まで搬送すると共に
、検査済みの二次電池が収容された電池用パレットを充放電装置から保管スペースまで搬
送しなければならない。
しかしながら、二次電池の生産量の増大に伴って、生産ライン及び検査ラインが拡大し、
充放電装置の数の増加又は充放電装置の大型化により処理量が増加すると、自動搬送装置
による電池用パレットの搬送（二次電池の供給及び回収）が間に合わなくなるという問題
がある。
【０００５】
本発明はかかる事情に鑑みてなされたもので、複数の二次電池が並べて配置された電池ト
レイを複数まとめて搬送することができ、充放電試験の効率化を図ることができる二次電
池搬送用トレイを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
前記目的に沿う本発明に係る二次電池搬送用トレイは、複数の二次電池が厚さ方向に並べ
て配置される電池トレイを複数収容して搬送するための二次電池搬送用トレイにおいて、
底板部と、該底板部の外周に立設された周壁部とを有し、有底角筒状に形成され、前記底
板部及び／又は前記周壁部には、複数の前記電池トレイを位置決めする位置決め手段が設
けられ、複数の前記電池トレイは縦横に整列して収容され、前記周壁部は、外部から前記
各電池トレイ内の前記二次電池を、該二次電池の厚さ方向に押圧するために、前記各電池
トレイの周壁に形成された挿通孔の位置に対応して設けられた開口部を有する。
【０００７】
本発明に係る二次電池搬送用トレイにおいて、収容される全ての前記二次電池は平行に配
置されることが好ましい。
【０００８】
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【０００９】
本発明に係る二次電池搬送用トレイにおいて、該二次電池搬送用トレイ内に水を溜める際
に、前記開口部を水密に閉塞する蓋体を有することが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
本発明に係る二次電池搬送用トレイは、有底角筒状に形成され、底板部及び／又は周壁部
に、複数の電池トレイを位置決めする位置決め手段が設けられ、複数の電池トレイが縦横
に整列して収容されるので、複数の電池トレイをまとめて効率的に搬送することができる
だけでなく、より多くの二次電池をまとめて同時に試験することができる。また、二次電
池の過剰な発熱又は発火が発生した際に、二次電池搬送用トレイに水を供給することによ
り、多数の二次電池を同時に水没させて短時間で冷却又は消火を行うことができる。
【００１１】
本発明に係る二次電池搬送用トレイにおいて、収容される全ての二次電池が平行に配置さ
れる場合、二次電池の正極端子及び負極端子と、充放電試験機の電源側端子との位置合せ
が容易で、多数の二次電池を短時間で効率的に試験することができる。
【００１２】
本発明に係る二次電池搬送用トレイは、周壁部に、外部から各電池トレイ内の二次電池を
、二次電池の厚さ方向に押圧するために設けられた開口部を有するので、開口部から押圧
手段を挿通して、簡単かつ確実に全ての二次電池をその厚さ方向に押圧しながら充放電試
験を行うことができ、各二次電池の容量の低下及びばらつきが発生することを防止できる
。
【００１３】
本発明に係る二次電池搬送用トレイにおいて、開口部が、水密に閉塞される場合、二次電
池搬送用トレイに水を供給する際に、水位を気にする必要がなく、二次電池を確実に水没
させて冷却することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施の形態に係る二次電池搬送用トレイを示す斜視図である。
【図２】同二次電池搬送用トレイの使用状態を示す平面図である。
【図３】図２のＡ－Ａ線矢視断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
続いて、添付した図面を参照しつつ、本発明を具体化した実施の形態につき説明し、本発
明の理解に供する。
図１～図３に示す本発明の一実施の形態に係る二次電池搬送用トレイ１０は、生産された
リチウムイオン電池等のラミネート型や角型の二次電池１１の活性化及び品質検査を行う
際に、複数の二次電池１１が厚さ方向に並べて配置される電池トレイ１２を複数収容して
搬送するためのものである。
この二次電池搬送用トレイ１０は、長方形状（又は正方形状）の底板部１３と、底板部１
３の外周に立設された周壁部１４とを有し、有底角筒状に形成されている。そして、底板
部１３には、複数の電池トレイ１２を位置決めする位置決め手段１５が設けられ、複数（
ここでは８個）の電池トレイ１２が縦横（縦４列×横２行）に整列して収容される。なお
、電池トレイ１２を縦横に整列させる際の列数は適宜、選択することができる。
【００１６】
本実施の形態では、位置決め手段１５として、二次電池搬送用トレイ１０に収容される各
電池トレイ１２を位置決めするために、電池トレイ１２の配置に合わせて、平面視してＬ
字状の突起部１５ａ、Ｔ字状の突起部１５ｂ、及び十字状の突起部１５ｃをそれぞれ底板
部１３の上面に形成した。これにより、各電池トレイ１２の各角部に突起部１５ａ～１５
ｃをそれぞれ係合させて縦横に整列させることができる。また、本実施の形態では、突起
部１５ａ、１５ｂを底板部１３の上面（周壁部１４の下端部）に形成したが、これらは周
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壁部１４の上端部又は周壁部１４の高さ方向の途中に形成してもよい。なお、突起部１５
ａ～１５ｃの各部の寸法は、適宜、選択することができる。二次電池搬送用トレイ１０及
び電池トレイ１２の各部の材質としてはステンレス等の金属が好ましいが、十分な耐久性
及び耐熱性（難燃性）を有していれば合成樹脂でもよい。
【００１７】
各電池トレイ１２には、複数の二次電池１１と平板状のセパレータ１６が交互に並べて配
置されており、二次電池搬送用トレイ１０に収容される全ての二次電池１１が平行に配置
される。そして、二次電池搬送用トレイ１０の周壁部１４のうち、二次電池１１と平行に
なる前壁１７及び後壁１８は、二次電池搬送用トレイ１０の外部から、各電池トレイ１２
内の二次電池１１を、二次電池１１の厚さ方向に押圧するために設けられた開口部２０を
有する。これにより、図３に示すように、油圧ピストン等の押圧手段２１の押圧軸２２を
開口部２０から挿通し、セパレータ１６を介して各二次電池１１を押圧することができる
。ここでは、各押圧手段２１が４本の押圧軸２２を有しており、各電池トレイ１２内の二
次電池１１の列に対応する位置に４箇所ずつ開口部２０が形成されているが、押圧軸及び
それに対応する開口部の数及び配置等は適宜、選択することができる。なお、各電池トレ
イ１２の周壁２３にも、各開口部２０の位置に対応して、押圧軸２２を挿通するための挿
通孔２４が形成されている。セパレータ１６は金属又は合成樹脂等の剛体で形成してもよ
いし、シリコンゴム又はその他の合成ゴム等の弾性体で形成してもよい。
【００１８】
二次電池搬送用トレイ１０内の各電池トレイ１２内の二次電池１１は、セパレータ１６と
交互に配置された状態で、押圧手段２１によって押圧されることにより、略等間隔で保持
される。この結果、各列の二次電池１１の正極端子２５及び負極端子２６も略等間隔で整
列することになるため、充放電試験機の電源側端子（図示せず）と、正極端子２５及び負
極端子２６との位置合せも容易に行うことができ、多数の二次電池１１を短時間で効率的
に試験することができる。また、この二次電池搬送用トレイ１０を用いることにより、多
数の二次電池１１を短時間で搬送することができ、作業時間を短縮することができる。さ
らに、二次電池搬送用トレイ１０は、複数の二次電池１１が並べて配置された電池トレイ
１２を複数収容した状態で積み重ねることができ、二次電池１１の保管時の省スペース性
にも優れる。なお、試験中又は保管中に、二次電池１１の過剰な発熱又は発火が発生した
際には、二次電池搬送用トレイ１０に水を供給することにより、多数の二次電池１１を同
時に水没させて短時間で冷却又は消火を行うことができる。この場合、開口部２０は、水
密に閉塞可能な構造とすることにより、二次電池搬送用トレイ１０内に水を溜めることが
できる。例えば、開口部の内周面又は開口部を閉塞する蓋体の外周面にパッキンを設けれ
ば、開口部を水密に閉塞することができる。なお、蓋体は着脱式としてもよいが、前壁及
び後壁に対して蓋体を回動可能に取付け、押圧手段２１（押圧軸２２）による押圧時に蓋
体が回動して開口部が開放される開閉式とすれば、開口部の開閉が容易になる。
【００１９】
以上、本発明の実施の形態を説明したが、本発明は何ら上記した実施の形態に記載の構成
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載されている事項の範囲内で考えられる
その他の実施の形態や変形例も含むものである。
位置決め手段は、複数の電池トレイを位置決めして縦横に整列させることができればよく
、各電池トレイ１２の各角部に係合する突起部１５ａ～１５ｃの代りに、例えば、各電池
トレイ１２の周壁２３の各面に当接するように、底板部及び周壁部に突起部を設けてもよ
い。また、位置決め手段として、底板部のみに突起部を形成したり、底板部及び周壁部に
突起部を形成したりする代りに、周壁部を連結するように格子状の仕切り部を形成しても
よい。
【符号の説明】
【００２０】
１０：二次電池搬送用トレイ、１１：二次電池、１２：電池トレイ、１３：底板部、１４
：周壁部、１５：位置決め手段、１５ａ～１５ｃ：突起部、１６：セパレータ、１７：前
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壁、１８：後壁、２０：開口部、２１：押圧手段、２２：押圧軸、２３：周壁、２４：挿
通孔、２５：正極端子、２６：負極端子

【図１】 【図２】



(6) JP 6741308 B2 2020.8.19

【図３】



(7) JP 6741308 B2 2020.8.19

10

フロントページの続き

    審査官  松嶋　秀忠

(56)参考文献  特開２００３－１４２０５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－１４０８４４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１８－００６０４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１８－０９２７２４（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｍ　　１０／０４－３８
              Ｈ０１Ｍ　　　２／１０
              Ｂ６５Ｄ　　７１／００－７２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

